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歯科診療報酬について 

（参考資料） 



 

 

 項目（点数） 主な内容 提供文書の記載内容 

歯科疾患総合指導料 

（130 点又は 110 点） 

初診料を算定した時に、継続的な管理を行うこと等について患者の同意を得た上

で、治療計画を策定し口腔内写真等を用いて総合的な指導を行った場合に算定 

主訴、病名、病状、一連の指導計画、

説明等資料の種類、指導内容等 

歯科疾患継続指導料  

（120 点） 

歯科疾患継続管理診断料に規定する継続治療計画に基づき、患者の同意を得て、

指導管理を行った上で、文書により情報提供した場合に算定  

病名、病状、指導内容等 

歯科口腔衛生指導料 

 (100 点） 

齲蝕又は歯肉炎の患者の治療計画を策定し、その内容について文書により情報提

供を行うとともに、療養上必要な指導を行った場合に算定 

病名、病状、一連の指導計画、指導

内容の要点等 

歯周疾患指導管理料 

 （100 点） 

歯周疾患の患者に対し、計画的な歯科医学管理を行い、療養上必要な指導管理を

行い、文書により情報提供を行った場合に算定 

病名、病状、歯周組織検査等の結

果、指導内容等 

歯科衛生実地指導料 

 （80 点） 

齲蝕又は歯周疾患の患者に対し、主治の歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士が

直接口腔内で１５分以上の実施指導を行い、その内容を文書により情報提供した場

合に算定 

指導内容、プラークの付着状況、指導

の開始及び終了時刻等 

歯科特定疾患療養管理料 

 （100 点） 

別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療

養上必要な指導を行った上で、説明した治療計画及び指導内容を文書により提供し

た場合に算定 

主病名、病名、病状、治療内容、治療

計画、指導内容等 

歯科治療総合医療管理料 

 （140 点） 

別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者であって、別の医科医療機関等

の当該主病の担当医から歯科治療における総合的医療管理が必要であるとして文

書により診療情報の提供を受けた患者に対し、歯科治療を行う上で必要な医学管理

を行い、その内容を文書に提供した場合に算定 

主病名、病名、病状、治療内容、説明

内容、管理内容、全身状態の把握状

況、術中の経過等 
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新製義歯指導料  

（100 点） 

新たに製作した有床義歯の装着時又は装着後１月以内に患者に対して新製義歯の

取扱い、保存、清掃等につき必要な指導を行った上で、当該指導内容を文書により

提供した場合に算定 

歯の欠損の状態、新製義歯の形状、

指導内容、保存・清掃方法等 

１ 

現行の歯科診療報酬において文書提供が算定要件となっている主な項目 
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検 

査 

歯科疾患継続管理診断料 

 （100 点） 

初診日から３月以上を経過し、治療計画に基づく歯科治療が終了してから１月以上

経過した患者に対して、歯科疾患の病状安定後の継続指導の必要性を認め、患者

の同意を得て、継続治療計画を策定し、その内容を文書により提供した場合に算定 

傷病名、診断日、検査結果、口腔内

の状態、指導計画、管理機関、指導

頻度、継続管理の要否等 

補綴時診断料  

（100 点） 

新たにブリッジ及び有床義歯の製作等が必要な患者に対して、治療計画書を作成

し、その内容を文書により情報提供した場合に算定 

病名、症状、検査結果、診断結果、

治療内容、製作する義歯等の設計、

治療期間等 

 

欠 

損 

補 

綴 

 等 

補綴物維持管理料 

（補綴物の種類により、100

点、330 点、440 点） 

補綴物が適切な診断と技術に基づくものであれば、比較的長期間に亘って使用でき

るとの観点から、２年間の補綴物の維持管理を評価したものであり、患者に対して維

持管理の内容等につき文書により情報提供した場合に算定 

装着日、補綴物維持管理料の趣旨、

補綴部位等 

歯科訪問診療１及び２ 

（歯科訪問診療の態様

及び患者の人数により、

830 点又は 380 点） 

居宅又は社会福祉施設等において療養を行っている通院が困難な患者に対して歯

科訪問診療を行い、患者又はその家族等に対して、当該訪問診療の内容等につき

説明を行った上で、文書により情報提供を行った場合に算定 

歯科訪問診療を行った日付、開始し

た時刻及び終了した時刻、当該訪問

診療で実施した治療内容、患者の状

況及びその他療養上必要な事項 

老人訪問口腔指導管理料  

 （430 点） 

居宅又は介護保険施設等において療養を行っている通院が困難な患者に対して、

訪問して計画的な歯科医学管理を行い、患者又はその家族等に対して、指導内容

等を文書により情報提供した場合に算定 

病名、症状、口腔の状態、歯科医学

管理の内容、義歯の装着又は修理

の年月日、患者の治療前、治療中及

び治療後の状態、治療計画、療養上

必要な指導等 

指導内容、指導の開始及び終了時

刻、その他療養上必要な事項 

歯科訪問診療を行った患者又はその家族に対して、歯科医師の文書による指示に

基づき、歯科衛生士、保健師、看護師又は准看護師が訪問して患者の口腔清掃又

は有床義歯の清掃に係る実地指導を行い、指導内容等について文書により情報提

供した場合に算定 

 （歯科衛生指導の内容

及び患者の人数により、

350 点又は 100 点）  

訪問歯科衛生指導料 
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歯科矯正診断料          

（1,500 点） 

別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常が認められる患者の口腔状

態、顎骨の形態、成長及び発育等を分析し、これらの分析結果と過去に行った治療

内容の評価を併せて可及的に長期的な予測を行い、治療計画書を作成し、患者に

内容を説明の上、文書により提供した場合に算定 

全身性疾患の診断名、症状及び所

見、口腔領域の症状及び所見、経る

万の咬合発育段階等の歯年齢、歯科

矯正の治療として採用すべき両方、

開始時期及び療養上の指導内容等 

顎口腔機能診断料         

（2,300 点） 

顎離断等の手術を必要とする患者の口腔状態、顎骨の形態、成長及び発育等を分

析し、これらの分析結果、顎口腔機能の分析結果及び既に行った治療内容の評価

を併せて可及的に長期的な予測を行い、治療計画書を作成し、患者に内容を説明

の上、文書により提供した場合に算定 

全身性疾患の診断名、症状及び所

見、口腔領域の症状及び所見、歯科

矯正治療方法、開始時期及び療養上

の指導内容、治療計画書、計画策定

日、変更年月日等、顎離断手術等の

担当保険医療機関名及び担当保険

医氏名、歯科矯正の担当保険医療機

関名及び担当保険医氏名 

歯科矯正管理料  

（300 点） 

歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料に規定する治療計画書に基づき、計画的

な歯科矯正管理を継続して行った場合であって、動的治療が開始された患者に対し

て、療養上必要な指導及び歯の移動等の管理を行った上で、文書により情報提供を

行った場合に算定 

病名、症状、療養上必要な指導及び

計画的な歯科矯正管理の状況等 

病名、症状、力系に関するチャート、

治療装置の名称及び設計等 

矯正装置に必要なフォースシステムを行い、力系チャートを作成し、患者に対して、

その内容を文書により情報提供した場合に加算 

矯正装置装着時のフォースシ

ステム加算 

（400 点） 
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現行の歯科疾患の指導管理体系

＜歯科疾患総合指導料を算定の場合＞

【初診月】

【再診月】

歯科疾患総合指導料
130点（110）点

歯周疾患指導管理料 100点
又は

歯科口腔衛生指導料 100点

歯科疾患継続管理診断料
100点

歯科疾患継続指導料
120点

治癒・治療終了

＜歯科疾患総合指導料を算定しない場合＞

【初診月】

歯周疾患指導管理料 100点
又は

歯科口腔衛生指導料 100点

【再診月】

歯周疾患指導管理料 100点
又は

歯科口腔衛生指導料 100点

治癒・治療終了

歯科診療の開始に
あたり、症状、治療
内容、治療期間等
の情報提供

歯周疾患指導管理料 100点
又は

歯科口腔衛生指導料 100点

歯科疾患の総合管理
口腔を一単位としてとらえ、
口腔全体の治療計画の立
案や指導管理を実践

疾
患
別
の
指
導

疾
患
別
の
指
導

４



年代別の歯科疾患の罹患状況

9.7

23.7

28.9

3.4

26.9
29.3

39.137.138.037.137.4
42.1

35.6

46.246.4
43.743.8

32.8

27.9

22.9 24.9

25.4

15.2
14.4

11.8 11.3
9.8

4.73.1
5.46.17.27.9

9.89.7

9.5
1.0

5.1

18.4

33.3

41.5

48.449.3
51.2

48.3

41.842.8

23.9

12.4
13.2

25.9

42.1

97.798.1

94.6

91.5

85.9
82.6

67.7

63.7

49.0

0

25

50

75

100

5-9歳 10-14歳 15-19歳 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-44歳 45-49歳 50-54歳 55-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳

（％）

(出典)　平成17年歯科疾患実態調査

未処置歯を有する者の割合

喪失歯を有する者の割合

歯周病を有する者の割合

歯肉炎を有する者の割合
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歯科疾患の総合的管理に関する基本的考え方 

 

齲蝕や歯周疾患をはじめとする口腔疾患、また歯の欠損等による機能障害の効果的な

治療のためには、歯科医師による初診から治癒に至る総合的口腔管理が重要である。さ

らに、重症化予防や病状安定後の再発防止のためには、歯科医師による管理に併せて患

者自身による自己管理が大切であり、歯科医師と患者とが協調して口腔全体を総合的か

つ継続的に管理する必要がある。 

 

１．総合的管理を行う対象患者の範囲について 

   齲蝕、歯周疾患、口腔軟組織疾患等の口腔疾患、および歯の欠損等による機能障

害を有し、継続的な口腔管理が必要な患者が対象となる。 

 

２．歯科疾患の総合的な管理の進め方について 

（１）診断・治療・指導等の管理計画の立案 

   歯科疾患に係る管理計画の策定に当たっては、基礎疾患の有無や服薬等全身の状

態に係る事項を医療面接により把握するとともに、口腔内を一単位としてとらえた

上で、口腔内の状態（硬組織及び歯周組織等の状況）、咬合の状態、生活の質に関

連性のある摂食等の口腔機能の状態を把握しておく必要がある。また、計画立案に

当っては必要な検査及び画像診断を実施し、その検査結果を活用する。 

   また、当該管理計画の内容は、患者の歯科疾患に対する理解を深め、協調による

歯科疾患の治療と管理を円滑に行うためにも、患者の視点に立ったわかりやすい表

記とし、同意を得ておくことが必要である。 

   さらに、患者（保護者等）との協調による管理を効果的に行うためには、口腔機

能に加えて、歯科疾患の発症や重症化との関連性の高い生活習慣や重症化予防等の

ためのセルフケアの実践能力を把握した上で、治療及び療養上必要な指導を行うこ

とが重要である。 

 

（２）具体的な管理事項 

   次の項目の中から、患者の状況と症状に応じて必要な内容を把握し、患者と情報

を共有する必要がある。 

 

  ○ 全身の状態 

    ・基礎疾患の有無（糖尿病、心血管系疾患、高血圧症、呼吸器疾患等） 

    ・妊娠の有無 

    ・服薬（薬剤名） 

 

  ○ 口腔内の状態 

    ・歯の残存状態 

    ・咬合関係 

 

 
６ 

 



 

 

    ・プラーク付着状況 

    ・硬組織診査（齲蝕診断）の結果概要 

    ・歯周組織検査（歯周ポケットの有無、歯の動揺、歯肉からの出血、歯肉腫脹

等）の結果概要 

    ・画像診断（歯槽骨の吸収度、齲蝕の進行度等）の結果概要 

    ・その他実施した検査の結果概要 

 

  ○ 口腔機能の状態 

    ・咀嚼 

    ・摂食・嚥下、構音について 

    ・その他 

 

  ○ 生活習慣について 

    ・歯磨きの状況（一日当たりの回数、時間帯） 

    ・歯口清掃器具の使用状況（歯ブラシ、フロス、歯間ブラシ） 

    ・食生活習慣（食事、習慣的飲料、間食） 

    ・喫煙習慣 

    ・睡眠時間 

 

  ○ 患者の歯科治療に対する認識等 

    ・歯科疾患に対する理解度 

    ・セルフケアの重要性の認識と実践能力 

 

  ○ 治療計画の概要 

    ・歯科疾患名 

    ・治療方針の概要 

    ・おおよその治療期間 

 

  ○ 患者の自己管理の内容について 

    歯科疾患の治療効果のみならず、患者のセルフケア能力の維持、疾患の病状安

定の維持や治療後の再発防止に効果のある生活習慣の改善 

 

３．患者への情報提供の在り方 

   効率的な歯科疾患の継続的管理を行うためには、患者が自分自身の口腔内の状況

や歯科疾患に関連する改善すべき生活習慣を十分理解することが重要であり、その

ためには、患者に対して歯科疾患の管理に必要な情報（上記２．の事項）を適切に

提供することが必要である。情報提供が必要と考えられる時期は以下の通り。 

   なお、情報提供の際には、患者の療養の質の向上や理解促進を図るとともに、歯

科診療の実態を踏まえて、実効的なものとなるように配慮することや、患者の理解

度を維持する観点から、概ね３か月に１回は情報提供を行うことが必要であろう。 

 

 ７ 



 

 

    ・管理計画立案時（急性症状がみられる場合は、症状が緩解した後に管理計画

を立案することがある） 

    ・管理計画内容に変更があったとき 

    ・歯科疾患の病状が安定したとき 

    ・補綴治療終了時 

    ・その他療養上必要なとき 

 

８ 



〈補綴物維持管理と２年以内の再製作の考え方〉 

 

維持管理を選択する場合         維持管理を選択しない場合 

 

 

 維持管理料 

 

 
基本診療料 基本診療料 

 

 

新 規 

 製作料等の技術料 製作料等の技術料 

（7 割で算定）  

 

 

 

 

 

 
基本診療料 基本診療料 

 

 

再製作  
製作料等の技術料 

（7 割で算定） 
 製作料等の技術料 

 

 

 

 

 

注 1：補綴物維持管理を選択している場合においては、再製作は原則として実線の範囲

内（アミの部分）で算定する。 

 

注 2：補綴物維持管理を選択していない場合においては、すべて原則として実線の範囲

内（アミの部分）で算定する。 

 

注 3：製作料等の技術料は、特掲診療料として算定する一連の技術料である。 

（補綴時診断，補綴関連検査，歯冠形成，支台築造，印象採得，咬合採得，試適， 

  リテイナー，装着等） 

（出典）社会保険研究所発行「歯科用語の

解説」より引用 ９ 



歯周病の診断と治療に関する指針の見直し 

 

【主な変更点】 

○ 歯科医療現場でより使いやすいものとするため、構成を見直した上でより具体的に記載。 

○ 歯周病の症状が一時的に安定した時期における新たな治療概念であるサポーティブペ

リオドンタルセラピー（ＳＰＴ）に基づいた具体的な治療方法について記載。 

○ 学童期の歯肉炎の治療等に係る記載を追加。 

 
現行指針の構成 新たな指針の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 歯周病とは 

２ 歯周病の進め方 

３ 歯周病の検査、診断、治療計画の立案 

○初診 

○歯周治療への導入 

○歯周基本検査 

○歯周精密検査 

○診断と治療計画の立案 

   ・ 

   ・ 

４ 患者の依頼（歯周情報提供） 

５ 応急処置 

６ 歯周基本治療 

７ 炎症に対する処置 

８ 咬合性外傷に対する処置 

 

９ 歯周病の指導管理 

 

10 歯周外科手術 

 

11 根分岐部病変の治療 

12 歯周病患者の補綴処置 

 

 

 

13 高齢者と有病者の歯周治療 

14 メインテナンスと治癒判定後の 

再発予防 

 

 

10 高齢者と有病者の歯周治療 

11  サポーティブペリオドンタルセラピー

（ＳＰＴ）とメインテナンス 

 歯周病の症状が一時的に安定した時期におい

て、その状態を維持するための歯科医療従事

者による定期的な治療について、新たに記載。

１ 歯周病とは 

２ 歯周病の進め方 

３ 歯周病の検査、診断、治療計画の立案 

   ○初診と応急処置 

   ○歯周治療への導入および患者紹介 

   ○歯周組織検査１ 

   ○診断と治療計画の立案 

       ・ 

       ・ 

       ・ 

 

 

４ 歯周基本治療 

   ○炎症に対する処置 

   ○咬合性外傷に対する処置 

 

５ 歯周病の管理 

６ 歯周外科治療 

      ・ 

      ・ 

７ 根分岐部病変の治療 

８ 歯周病患者の補綴治療 

 

９ 学童期の歯周治療

10 



歯周病治療の体系の比較

患者の導入

検査～治療計画の立案

歯周基本治療

再評価・治療計画の修正

歯周外科治療
咬合・補綴治療

再評価

ＳＰＴメインテナンス＊

患者の導入

検査～治療計画の立案

歯周基本治療

再評価・治療計画の修正

歯周外科治療
咬合・補綴治療

再評価

メインテナンス

治 癒

旧 新

＊病状が一時的に安定したと判定された
場合に、病状の安定を維持するための定
期的な治療

病状が一時的に安定したと判定された場合
に，病状の安定を維持するための歯科医
療従事者によるプラークコントロール，ス
ケーリング，ルートプレーニング，咬合調整
などの治療を主体とした定期的な治療

11



有床義歯に係る管理体系

有床義歯の新製

1ヶ月以内

・新製義歯指導料 100点
・新製義歯調整料 120点

義歯を新製した患者に対して、義歯の
取扱い、義歯の保存法、義歯の清掃そ
の他義歯の使用に当たって必要な指導
や適合を図るための調整を評価

・有床義歯調整料 60点

・着脱性・形態 ・適合性

・咬合関係 ・装着感等の調整

・食事方法 ・義歯の取り扱い

・清掃方法指導

生体調和を主眼とした義歯の管理
（調整及び指導）

有床義歯の新製

咬合機能回復を主眼とした義歯の管理
（調整及び指導）

・義歯の生体適合性に着目した長期

的管理（調整も含む）

・義歯による口腔機能の回復・維持に

着目した管理

義歯による口腔機能の回復と維持を
主眼とした長期的管理

・咬合機能の回復が困難な患者又は

適合性が極めて悪い患者に対する

調整

・機能回復に着目した指導

【 現 行 指 針 】 【 新 た な 指 針 】

2～3ヶ月

3ヶ月以降

有床義歯の適合を図るための調整を
評価

2ヶ月以降

1ヶ月以内

12
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歯科治療における偶発症発生時の具体的な症状
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（出典）　日本歯科麻酔学会事故対策委員会：
　　　　　　「歯科麻酔に関連した偶発症について」
　　　　　　－郡市歯科医師会に対する偶発症のアンケート調査報告－

歯科治療時に発生した偶発症の主な内容
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（出典）　日本歯科麻酔学会事故対策委員会：
　　　　　　「歯科麻酔に関連した偶発症について」
　　　　　　－郡市歯科医師会に対する偶発症のアンケート調査報告－



安心・安全な歯科医療を提供するための取組みの例
（偶発症発生時の対応のための医療機器等を

設置している歯科医療機関の割合）

63
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35
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1

酸素自動吸入器、酸素ボンベ、酸素マスク

血圧計

パルスオキシメーター

救急医薬品セット一式

出典　日本歯科医療管理学会及び神奈川県歯科医師会による
　　　　「歯科医療の質・安全フォーラム2007事前調査」

(％)
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充填治療に対する関連技術の算定割合
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96.8
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（出典）　平成１８年社会医療行為別調査

エナメルエッチング法
エナメルボンディング法

充填 充填物の研磨

エナメル質と充填物の接着
性を高めるためにエナメル質
の表面を酸処理し、ボンディ
ング材を塗布して歯面との接
着を強固にすること。

齲蝕部分などを削った
後、複合レジン等の充填
材料をつめること。

（％）
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顎運動関連検査の算定割合
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（出典）　社会医療行為別調査
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